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　介護保険サービスは、サービス種類ごとに定められた事業運営の基準（指定基準）を満
たすものとして、指定（介護老人保健施設と介護医療院については開設許可）を受けた施
設・事業所が提供します。
　この指定基準においては、「業務継続計画の策定等」が義務づけられています（令和３
年度介護報酬改定より。令和６年度末までの経過措置あり）。すべての介護サービス事
業所において、業務継続計画（BCP）を策定する必要があります。
　その一方で、BCPをこれからはじめて策定しようとする事業所などからは、「BCPと
いう言葉を初めて聞いた」、「BCPを策定しようと思うが、どこから手をつけて良いかわ
からない」という声も聞こえてきます。
　ここでは、まずBCPとは何か、ということを確認しておきましょう。

対象を限定せず二段構えで考える⑴
　BCPとは、「Business Continuity Plan」の略称であり、次のとおり定義されています。

　大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン（供
給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な業務を中断
させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順
等を示した計画のことを業務継続計画等を示した計画のことを業務継続計画（注1）（Business Continuity Plan、BCP）と呼ぶ。（Business Continuity Plan、BCP）と呼ぶ。
※「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応（令和３年４月）（内閣府・防災担当）」をもとに筆者作成

　BCPを理解するため、まず、２つのポイントを押さえていきます。すなわち、①対象
は自然災害や感染症に限定されないこと、そして、②「事前の準備」と「事後の対応」
の二段構えで考えることです。

① BCPの対象は、自然災害や感染症に限定されていない
　「BCPは地震や水害を対象としている」、あるいは「BCPは感染症に対応するためのも
の」と考えている人が多いかもしれません。
　確かにBCPでは、大規模な自然災害の発生、そして未知の感染症の流行の際にも、的
確に対応することで、入所者・利用者に介護サービスを継続し続けることをめざしてい

（注１）�介護保険制度においては「業務継続計画」という用語が用いられていますが、企業等では、「事業継続計画」と
呼んでいます。

BCPとは何か１.

１. BCPとは何か
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ますが、実は、その対象は、自然災害や感染症に限定されていません。
　BCPの対象は、自然災害や感染症はもちろん、テロ等の事件や大事故なども含んでお
り、あらゆる不測の事態、つまり予測もしないことが発生した場合に備えるためのもの
です。

② BCPは、「事前の準備」と「事後の対応」の二段構えで考える
BCP（業務継続計画）は、そこに含まれる、「継続」というキーワードから、実際に自

然災害に見舞われてから、あるいは、感染症のクラスターが発生してから運用する計画、
という考えを持つ人がいますが、それは半分だけ正解です。
　もちろんBCPは、その発生が懸念される首都直下地震や南海トラフ巨大地震などが発
生した場合、その後に的確な「事後の対応」を行うためのものですが、それだけではあ
りません。
　BCPは、平常時から運用し、「事前の準備」を行うことで、介護サービスを中断させ
ないこともめざしています。
　つまり、介護施設・事業所におけるBCPでは、次の二段構えで考えることが求められ
ます。（図１）
１）介護サービスを中断させない
　まず、自然災害の発生や感染症の流行に見舞われた場合でも、介護サービスを中断さ
せないことが重要です。そして、介護サービスを中断させないためには、サービス提供
に必要な経営資源を守ることが求められます。
　介護サービスの提供に必要な経営資源には、次の３つが考えられます。

介護サービスの提供
に必要な経営資源

● 職員
●建物や設備
●電気・ガス・水道などのライフライン

図１　BCPは二段構えで考える

重要な業務を中断させないために

経営資源を守る

中断しても
可能な限り短い時間で復旧させるために

経営資源が足りない場合は代替する
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⑴ 対象を限定せず二段構えで考える
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被害想定の概要Ⅰ

１． 被害想定の意義について
⑴従来より、中央防災会議において、地震・津

波対策を講ずるにあたっては、まず、対象地
震に対する地震動と津波を推計し、それらに
基づき被害想定を行った上で、地震対策大綱、
地震防災戦略、応急対策活動要領等を作成す
るなど、国として実施すべき各種の防災対策
を立案し、施策を推進してきたところである。

⑵被害想定は、具体的な被害を算定し被害の全

体像を明らかにすること、被害規模を明らか
にすることにより防災対策の必要性を国民に
周知すること、広域的な防災対策の立案、応
援規模の想定に活用するための基礎資料とな
るものである。

⑶あわせて、防災対策を講ずることによる具体
的な被害軽減効果を示すことで、防災対策を
推進するための国民の理解を深めるものであ
る。

２． 被害想定への今後の対応について
⑴今回の被害想定に用いる地震動・津波高等に

南海トラフ巨大地震の被害想定について
（建物被害・人的被害）

（令和元年６月 内閣府政策統括官（防災担当））
〔抄録：「Ⅰ　被害想定の概要」／「Ⅱ　総括表」より抜粋〕

Ⅴ―１　自然災害等関連参考資料④
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332

BCP_5-1-4_資料_CC2022.indd   332BCP_5-1-4_資料_CC2022.indd   332 2023/02/03   13:172023/02/03   13:17

目　次
第２章 被害想定（人的・物的被害）の概要

 ●●
　１．膨大な建物被害と人的被害
　２．市街地火災の多発と延焼
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　第 ２節 巨大過密都市を襲う被害の様相
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　　６．復旧・復興のための土地不足

Ⅴ―１　自然災害等関連参考資料③

首都直下地震の被害想定と対策について
（最終報告）

（平成25年12月 中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ）
〔抄録：「第２章 被害想定（人的・物的被害）の概要」／「第３章 社会・経済への影響と課題」を抜粋〕

被害想定（人的・物的被害）の概要第２章

　首都直下地震の被害想定は、マグニチュード
７クラスの都区部直下の地震と、マグニチュー
ド８クラスの大正関東地震クラスの地震につい
て行った。個別被害の数量については別添資料
１〔未掲載〕、分野別の被害の様相については
別添資料２〔未掲載〕に詳細に記載している。
　以下では、マグニチュード７クラスの都区

部直下の地震のうち、首都中枢機能への影響や
被災量が概ね最も大きくなる都心南部直下の地
震の被害想定について概要を示す。
　ただし、ここに記載した数量は、震源断層域
が数km違うだけでも異なるものであり、都区
部直下の地震のうち、概ねの被害最大のケース
を示したものである。特に分野毎の被災量は、
震源断層域が少し異なるだけで、被災量に大き
な違いが生じるという性質のものである。
　被害の様相は、発災時の応急対策や企業活動
等、対策の検討をするため、これまでのように
単に人的・物的被害等の定量的な想定をするだ
けでなく、分野別の被害想定をもとに、それぞ
れの被害が発生した場合の被災地の状況に関し
て、時間経過を踏まえ、相互に関連して発生し
うる事象をより現実的に想定し、対応の困難性
を明確化することに努めた。
　これにより、行政のみならず、個別の施設管
理者や民間企業、地域、居住者、通勤・通学者、
来街者等が、防災・減災対策を検討し、備える
べきことを具体的に確認するための材料として
活用されることを期待するものである。
　なお、この被害の様相は、あくまで一つの想
定として作成したものであり、実際に首都直下
地震が発生した場合に、この様相どおりの事象
が必ず発生するというものではないことに留意
が必要である。危機管理上はより厳しい設定の
もと、有効な対策が講じられることが望ましい
こと、また、応急・復旧活動等に当たる関係機
関・事業者にあっては、当該被害の様相を上回
る過酷事象への対応、一刻も早い復旧のための
対策が講じられることを期待するものである。
１．膨大な建物被害と人的被害
・震度６強以上の強い揺れの地域では、特に都

心部を囲むように分布している木造住宅密集

Ⅴ―１③③　首首都都直直下下地地震震のの被被害害想想定定とと対対策策ににつついいてて（（最最終終報報告告））
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はじめに１.

１－１． ガイドライン作成のねらい
　介護サービスは、要介護者、家族等の生活を
支える上で欠かせないものであり、昨今大規模
な災害の発生がみられる中、介護施設・事業所
において、災害発生時に適切な対応を行い、そ
の後も利用者に必要なサービスを継続的に提供
できる体制を構築することが重要です。
　本ガイドラインの目的は、大地震や水害等の
自然災害に備え、介護サービスの業務継続のた
めに平時から準備・検討しておくべきことや発
生時の対応について、介護サービス類型に応じ
たガイドラインとして整理しました。

　なお、本ガイドラインはBCP作成に最低限必
要な情報を整理したものであり、BCPは、作成
後も継続的に検討・修正を繰り返すことで、各
施設・事業所の状況に即した内容へと発展させ
ていただくことが望ましいです。

１－２． 本書の対象（施設・事業所単位）
　本ガイドラインは施設・事業所単位でBCPを
作成することを前提としています。なお、複数
の施設・事業所を持つ法人では、法人本部とし
てのBCPも別途作成することが望まれます。そ
の際、法人本部のBCPと施設・事業所単位の
BCPは連動していること、法人本部は各事業所
と連携しながらBCPを作成すること、法人本部

介護施設・事業所における
自然災害発生時の業務継続ガイドライン 

（令和２年12月厚生労働省老健局）

目　次
１．はじめに  1
　１－１．ガイドライン作成のねらい  1
　１－２．本書の対象（施設・事業所単位）   1
　１－３．ガイドラインの利用方法  2
２．ＢＣＰの基礎知識  3
　２－１．業務継続計画（BCP）とは  3
　２－２． 介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）について  3
　２－３．防災計画と自然災害BCPの違い  5
　２－４． 介護サービス事業者に求められる役割  6
３．自然災害BCPの作成、運用のポイント  7
　３－１．BCP作成のポイント  7
　３－２．自然災害BCPの全体像  8
　　３－２－１． 自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（共通事項）   9
　　３－２－２． 自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（通所サービス固有事項）   28
　　３－２－３． 自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（訪問サービス固有事項）   29
　　３－２－４． 自然災害発生に備えた対応・発生時の対応（居宅介護支援サービス固有事項）  

 30
　　 （参考：複合災害対策～新型コロナウイルス感染症流行下における自然災害発生時の対策の
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この手引きは、「高齢者介護施設における感染
対策マニュアル（平成31年3月改訂）」や今般の
新型コロナウイルス感染症における「社会福祉
施設等における感染拡大防止のための留意点」
等を踏まえて、介護現場向けに作成したもので

す。
〔コラムは未掲載です。また、一部省略した画
像等があります。〕

介護現場における感染対策の手引き（第２版）
（令和３年３月、最終改訂令和５年１月31日 厚生労働省老健局）

〔抄録：第Ⅳ章・コラム等一部未掲載〕

Ⅴ―２　感染症関連参考資料②
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（１）経口摂取：食事を口からとっている場合
錠剤を水でスムーズに飲めるかどうかを確認する。

錠剤が水でスムーズに飲める

あり   ➡「錠剤が飲めない際の剤形選択のアルゴリズム」
　　　     第１章第２節の図表１の①を参照
　　　     注意：定期的に嚥下機能を再評価する
なし   ➡  外用剤の有無を確認する

外用薬がある

あり   ➡  できるだけ外用剤に変更
なし   ➡「錠剤が飲めない際の剤形選択のアルゴリズム」
　　　     第１章第２節の図表１の②～⑤を参照

（２）胃瘻：食事をチューブから投与している場合
食事をチューブから投与している場合、薬もチューブから投与するケースがほとんどだろ

う。その場合、簡易懸濁法か粉砕法かで選択する薬が変わる（図表２）。特に専門的な知識が必

要になるため、薬剤師への相談が必須となる。詳細は、第１章第３節を参照されたい。

● 図表2　薬をチューブから投与する方法 ● 

薬の投与方法

簡易懸濁法
錠剤やカプセルを粉砕・開封せず、そのままお湯に入れ崩壊懸濁させた
あと経管投与する方法

粉砕法 錠剤をつぶしたりカプセルを開封する方法

日本服薬支援研究会ホームページ（http://fukuyakushien.umin.jp/about/index.html）参照

（３）経口摂取＋胃瘻
水のようにさらさらとしたものと、薬のように固い固形のものを同時に飲み込むことは至

難の業である。食事であれば口からとれるが、薬はうまく飲み込めず誤嚥のリスクが高い場合

には、胃瘻から投与することがある。反対に薬は口から飲めるが、食事のように大量になると

口から食べ切ることができないため、栄養は胃瘻から投与する場合もある。それぞれ該当する

ほうのアルゴリズムに進んでもらいたい。

〈鈴木 慶介〉

第1章　食事状況から導く薬の剤形（アルゴリズム）
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1

1 食事を、口からとっているか、管から投与しているか

食事状況から薬の飲み方を導くには、まずは栄養摂取の方法を確認する必要がある。口から摂

取しているか、チューブから投与しているか、またはその両方の場合もある。チューブから摂取

する場合、介護施設においては栄養摂取で経鼻胃管を使用しているケースは少ないため、本章で

は「胃瘻」と表記する。経鼻胃管や腸瘻を使用しているケースは「胃瘻」に置き換えて参照された

い。

● 図表1　摂食嚥下機能低下時の服薬に関するアルゴリズム ● 

胃瘻・経鼻胃管＋経口

胃瘻・経鼻胃管経口摂取

粉砕法錠剤（カプセル剤）が水で服用できる

資料③
「胃瘻・経鼻胃管から 

投与する際の
アルゴリズム」参照

資料④
「簡易懸濁法の適否 
アルゴリズム」

参照

資料①
「錠剤が飲めない際の 

剤形選択の
アルゴリズム」参照

資料②
「薬をより飲みやすく 
するための対策」

参照

水で服用 ※1

yes

※１ 栄養摂取が経管投与だけの場合は、嚥下機能再評価も検討。

あり なし
なし

no

外用薬

外用薬に変更

薬は胃瘻・経鼻胃管薬は経口投与

食事の摂取状況

簡易懸濁法

介護施設・在宅医療のための「食事状況から導く、薬の飲み方ガイド」
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摂食嚥下機能低下時の
投与方法選択の

アルゴリズムの使い方
第1節

東病院における嚥下調整食の食数は１回20食程度であり、物性の異なる嚥下調整食の主食と副

食の調理を１人の調理員がすべての工程を担当する。すべての食品を手作りすることは、手間と

時間がかかるため、副食は既製品を導入している（図表10、11）。

● 図表9　嚥下調整食の調理作業工程（インゲン、コード3調理過程） ●

ミキサーで
滑らかにな
るまで粉砕

ボウルに移し
計量する

ホテルパンに伸ばし、ラップで形成して
冷蔵庫で冷却する

切って盛りつけて
添え物のインゲンが完成

適量のゲル化剤を添加
よく混ぜる

フライパンに移し加熱

よく混ぜゲル化剤を溶かす

1 2 3 4

5

67

8

● 図表10　コード3に該当する嚥下調整食の調理方法 ●

鰆みそ煮：既製品
冷凍製品を加熱後トロ
ミつきの調味液を上か
らあんかけ

お茶ゼリー：
手作り

練梅

ほうじ茶にゲル化剤
を添加し加熱後冷却

ゼリー状の経口
栄養補助食品：
既製品
既製品のゼリーを
加熱し再形成

人参とブロッコリーのゼリー：既製品
冷凍製品を解凍後切って並べてマヨネーズを
添える

ゼリー状の粥：手作り
全粥にゲル化剤を添加し
ミキサーにかけなめらか
にした後、70度以下まで
冷却

第6章　摂食嚥下機能に応じた食形態
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（３）介助
介助者は、高齢者と同じ食卓を囲み、一緒に食事を楽しむという姿勢で臨むことが大事であ

る。真横に座ってもよいし、斜め前方から介助するのもよい。臨席するのが誰なのか、しっか

りと介助者の顔を高齢者に向けてアピールする。

次に、高齢者が視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚を通して食事を楽しんでいることを確認する

ことが重要である。そのために、食事の彩りや匂いに配慮することや、皿に盛りつけられた食

事が介助するときも高齢者の視界に入るように、また、スプーンですくい上げたときにも視界

に入るよう工夫する。また、視覚障害のある高齢者の場合は、食事のメニューや使用されてい

る材料の説明を介助者が行い、高齢者が実際に食事のにおいを嗅いでみるということもよい。

嚥下５期の口腔期以降は、高齢者の喉頭周囲を注視して嚥下の確認に意識が向きがちだが、

高齢者が味覚や触覚も堪能できるよう、時間を確保したり声をかけたりする。

介助が必要な高齢者の場合も、まずは高齢者が自分自身で食事ができる方法を検討する。食

事に対する意欲や疲労度を考慮してタイミングよく介助に入る。

呼吸に異常はないか？
食事にかかる時間は？
高齢者の耐久性は？
表情は？
集中力はあるか？
意欲はあるか？

観察ポイント

皿は
高齢者の
視界に入れる

目線を
　合わせる

高齢者が
常に正面を向く

ポイント

ポイント

ポイント

スプーンを口腔内に入れるとき スプーンをひき抜くとき

スプーンを口の
下側から入れて
舌に押しつける

口を閉じたのを確認して
スプーンを真っすぐに抜く
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本書の構成（予定）
■第１章　�食事状況から導く薬の剤形
　　　　　（アルゴリズム）

摂食嚥下機能低下時の投与方法選択のアルゴリズムの使い方／食事状況に合わせた最適
な剤形（経口投与の場合）／食事状況に合わせた最適な剤形選択（経管投与の場合）－簡
易懸濁法について―／アルゴリズムをどのように使うか 各職種の対応

■第２章　�薬から見た、摂食嚥下障害への
対応の問題点

薬は芸術品！ 薬の知らない知識／錠剤をつぶすことにより起こる問題点／薬の効果に
関する留意点・問題点

■�第３章　服薬に関する現状と問題点 高齢者施設における服薬の現状／横須賀エリアの摂食嚥下障害時の服薬状況調査／摂食
嚥下障害時の服薬の現状と問題点／口腔内への薬の残留／口腔内残留に関する調査報告

■�第４章　摂食嚥下障害のサイン 食事介助で気づく摂食嚥下障害時のサイン／医師が気づく摂食嚥下障害のサイン／歯科
医師が気づく摂食嚥下障害のサイン

■�第５章　食べる・飲むの基本を理解する 摂食嚥下障害の病態と原因／口腔状況から見た摂食嚥下障害の原因／摂食嚥下障害の評
価／摂食嚥下障害と合併症

■�第６章　摂食嚥下機能に応じた食形態 嚥下調整食／半固形化製剤の投与法／食形態と介助方法

■�第７章　機能維持向上をめざして 嚥下訓練／口腔ケア

■�第８章　連携 連携シート／多職種の連携／病院・介護施設での摂食嚥下チームの活動

● 令和２～３年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学政策研究事業）の助成を受け，「嚥下機能低下に伴う服薬困難に対
応するためのアルゴリズム等作成のための研究」を実施した編著者らによる書き下ろしです。

● 食事摂食や服薬の状況を選び，嚥下能力に応じた剤形を明確にし，患者や入所者にとって最適な剤形を選択できるアルゴ
リズムの活用方法をわかりやすく解説しています。

● 嚥下専門医・スタッフのいない施設において，嚥下機能低下の人に対して介護者が迷わずに服薬介助ができるようになる
ことで介助の手間を軽減し，介助される側にとっても薬を安全に服用できることが期待できます。

● 本書では，服薬に関する現状と問題点，摂食嚥下障害のサインやその原因，摂食嚥下機能に応じた食形態，機能の維持・
向上の方法，多職種連携による摂食嚥下支援の取り組み等についても解説しています。

介護施設・在宅医療のための
食事状況から導く、薬の飲み方ガイド
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患者や入所者の食事や服薬の状況から，最適な 剤形を選択するアルゴリズムを開発

内容見本 内容見本

摂食嚥下障害の基本情報を
解説
食事の介助方法は，介護現
場に詳しい専門家指導の
下，イラストを用いて紹介

POINT!

摂食嚥下機能に応じた食形態，嚥下訓練，
口腔ケアの具体的方法などは，豊富な写真・
図表を活用して紹介

POINT!

食事の摂取状況に応じて，剤形の選択や薬の服用方法を
選択できるアルゴリズムの使用法を，わかりやすく解説

POINT!
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本書の構成（予定）
■第１編　解説
　第１章　医療保険と介護保険
　１　医療保険と診療報酬
　２　在宅医療の提供機関
　３　介護保険と介護報酬
　第２章　在宅医療の流れ
　１　在宅医療の４つの機能　　２　在宅医療の診療報酬
　３　訪問看護　　　　　　　　４　介護報酬

● 在宅医療を担う医療機関等の種類や職種を紹介します。
● 在宅医療の各場面で，医療機関等がどのように連携し，それがどのよ

うに評価されているかをわかりやすく解説しています。

■第２編　在宅医療関連報酬総覧
　１　医科点数表
　２　歯科点数表
　３　調剤報酬点数表
　４　訪問看護療養費算定基準
　５　介護報酬

● 各種点数表や介護報酬単位数表のうち，在宅医療について関する項目
をまとめています。

● 算定項目についての点数・単位数はもちろん，算定に際しての留意事
項や関連様式，疑義解釈，さらには施設基準も含めて収載しています。

● 連携の相手先の評価項目の算定要件を本書一冊で確認できるなど，よ
りよい在宅医療の提供のために役立つ内容となっています。

● 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が，住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう，地域に
おける医療機関や介護サービス事業所が連携して，包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要となってい
ます。

● 本書は，在宅医療において，どのような医療機関が，どのように連携し，その結果どのような評価，つまり報酬が算定で
きるかをわかりやすく解説します。

● 病院・診療所（医科・歯科），薬局，訪問看護ステーションによる医療提供のほか，高齢者の在宅医療に密接にかかわっ
てくる介護保険サービス事業所の役割と評価もあわせて解説します。

地域包括ケアシステムの核となる在宅医療 の流れと介護との連携を解説

内容見本〔「医療保険と介護保険」より〕 内容見本〔「在宅医療の流れ」より〕

在宅医療・介護連携　報酬の解釈
定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）
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C001在宅患者訪問診療料（Ⅰ）

●同一建物で同一日に複数患者に訪問診療（同一建物居住者）
　在宅患者訪問診療料の基本点数は，「同一建物居住者以外」と

「同一建物居住者」の区分で設定されています。
　ここでの「同一建物居住者」とは，「同一建物に居住し，同一日
に訪問診療を受けた複数の患者」※３のことです（ただし，往診を
実施した患者，末期がんと診断した後に訪問診療を行い始めた日か
ら60日以内の患者，死亡日から30日以内の患者は除きます）。
　同一建物で同一日に複数の患者が同じ保険医療機関の訪問診療を
受けた場合，その日は（往診患者等を除き）複数の患者全員が「同
一建物居住者」です。同一建物で同一日に訪問診療を受けた患者が
１人の場合は，その患者はその日は「同一建物居住者以外」です。

訪問診療の実施 算定する点数
３日 Ａさん・Ｂさん・Ｃさん ３人とも同一建物居住者
５日 Ａさん 同一建物居住者以外
７日 Ｂさん・Ｃさん ２人とも同一建物居住者

●同一患家で同一日に複数患者に訪問診療
　同一患家で２人以上の患者を診療した場合は，１人目は「同一建
物居住者以外」を算定し，２人目以降はＡ000初診料かＡ001再診
料・Ａ002外来診療料と特掲診療料のみを算定します。
　このとき，２人目の患者の診療に要した時間が１時間を超えた場
合は，患家診療時間加算【注５】※４を算定します。
　なお，同一建物で２以上の患家を訪問診療した場合は，訪問診療
を行った患者全員に「同一建物居住者の場合」を算定します。

※�３� 患者の都合等によ
り，同一日の午前と午後
に分けて訪問診療を行わ
なければならない場合で
も，同一日のいずれの患
者についても「同一建物
居住者」として算定する。

※�４�患家診療時間加算，
16kmを超える訪問診療
【注９】，交通費【注10】
は，Ｃ000往 診料【注
２・注４・注５】と同様
に取り扱う。

　在宅患者訪問診療料１は「週３回」を（注
１），在宅患者訪問診療料２は訪問診療開始月
から「６月以内（月１回）」（注２）を，原則的
な算定限度としています。しかし，下記の「厚
生労働大臣が定める疾病等」に該当する患者に
ついては，１を「週４回以上」，２を「６月を

超える期間（月１回）」算定することができます。
　この「別表第七」の患者は，介護保険の要介
護者・要支援者であっても医療保険で訪問看護
を受け，算定回数（原則週３日限度→週４日以
上算定できる）などについても別の取り扱いが
定められています。

厚生労働大臣が定める疾病等（特掲診療料の施設基準等・別表第七）

末期の悪性腫瘍＊
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症

「＊」印以外の疾病は難病法に定め
る指定難病

パーキンソン病関連疾患：
　進行性核上性麻痺
　大脳皮質基底核変性症
　パ ーキンソン病（ホーエン・

ヤールの重症度分類がステー
ジ三以上で生活機能障害度が
Ⅱ度又はⅢ度のものに限る）

多系統萎縮症：
　線条体黒質変性症
　オリーブ橋小脳萎縮症
　シャイ・ドレーガー症候群

プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群＊
頚髄損傷＊
人工呼吸器を使用している状
態＊
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在宅医療：第１節 在宅患者診療・指導料

C001 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
◎在宅療養の患者に，計画にもとづき定期的に訪問して，継続的に診療を行います。
◎主治医の指導管理下の訪問診療に加え，疾病に応じた専門的な療養も提供されます。

患者等と同意書を作成し，訪問診療計画にもとづき定期的に訪問診療
　在宅患者訪問診療料は，疾病・傷病のために通院による療養が困
難な※１在宅療養の患者※２に対して，定期的に訪問して診療を
行った場合の評価です。
　実施する保険医療機関により，次のように設定されています。
C001
在宅患者
訪問診療料（Ⅰ）

在宅患者
訪問診療料１

主治医の保険医療機関による，計画
的・定期的な訪問診療

在宅患者
訪問診療料２

主治医の保険医療機関が求めた傷病
についての，別の保険医療機関の医
師による訪問診療

C001-2
在宅患者
訪問診療料（Ⅱ）

有料老人ホーム等に併設された保険医療機関によ
る，入居者である在宅療養患者への訪問診療（Ⅰの
１・２に該当）

●同意書の作成とカルテへの記載
　訪問診療は，次の要件を満たすことが必要です。
⑴ 患者や家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で，

診療録に添付します。
⑵ 訪問診療の計画と診療内容の要点を診療録に記載します。他の保

険医療機関の求めを受けて「在宅訪問診療料２」を算定する場合
には，他の保険医療機関が診療を求めた傷病も記載します。

⑶ 訪問診療日の診療時間（開始時刻及び終了時刻）と診療場所につ
いて，診療録に記載します。

●緊急時の往診（往診料と再診料の算定）
　定期的・計画的な訪問診療を行っている期間で，緊急の場合の往
診については，在宅患者訪問診療料（Ⅰ）は算定せず，Ｃ000往診
料とＡ001再診料・Ａ002外来診療料を算定します。
　ただし，その緊急往診を必要とした症状が治まったことを，在宅
療養の担当医が判断した以降の定期的な訪問診療は，在宅患者訪問
診療料（Ⅰ）の算定対象となります。
●在支診・在支病による往診後の訪問診療【注10】
　往診日やその翌日に行う訪問診療の費用は，算定できません。
　ただし，在支診や連携保険医療機関（特別の関係にある保険医療
機関を含む），在支病の医師が，往診・訪問看護により24時間対応
できる体制を確保し，連絡担当者・往診担当医・訪問看護担当者の
氏名等を文書で提供している患者に行った往診は算定できます。

※�１�継続的な診療の必要
のない患者や通院が可能
な患者（独歩で家族・介
助者等の助けを借りずに
通院ができる患者など）
は基本的に対象とならな
い。訪問診療を行わず外
来受診が可能な患者に
は，外来でＡ001再診料
「注12」地域包括診療加
算かＢ001-2-9地域包括
診療料が算定できる。

※�２� 在宅療養の患者と
は，保険医療機関，介護
老人保健施設，介護医療
院で療養している患者以
外の患者をいう。ただ
し，「要介護被保険者等
である患者について療養
に要する費用の額を算
定できる場合」（平20告
示128），「特別養護老人
ホーム等における療養の
給付の取扱いについて」
（平18保医発0331002）
等に規定する場合を除
き，医師配置が義務づけ
られている施設に入所し
ている患者は算定の対象
とならない。
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第 1 章 医療保険と介護保険

◇在宅医療・介護連携に関する機関・事業所と職種
機関・事業所 職種

診療所
在宅療養支援診療所
（在支診）

（通常型）

医師
看護職員（看護師，保健師，助産師，
准看護師）
薬剤師
管理栄養士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

機能強化型在支診・単独型

機能強化型在支診・連携型

在宅医療専門の在支診

上記以外の診療所

病院
在宅療養支援病院
（在支病）

（通常型）

機能強化型在支病・単独型

機能強化型在支病・連携型

在宅療養後方支援病院

訪問看護
ステーション

（通常型）
看護職員（看護師，保健師，助産師，
准看護師）
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

機能強化型１

機能強化型２

機能強化型３

歯科診療所

在宅療養支援歯科診療所１

歯科医師
歯科衛生士在宅療養支援歯科診療所２

上記以外の歯科診療所

薬局 地域連携薬局（薬機法に基づく）
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定を届け出ている薬局 薬剤師

介護サービス
事業所等

地域包括支援センター 患者・家族からの介護に関する相談
全般を受付

原則として，保健師，社会福祉士，主
任介護支援専門員を配置

介護予防支援事業所 要支援者に対するケアマネジメント 担当職員（介護支援専門員等）

居宅介護支援事業所 要介護者に対するケアマネジメント 介護支援専門員（ケアマネジャー）

訪問系サービス

さまざまな形の介護サービスを提供
介護福祉士
ほか介護スタッフ
医療関係スタッフ

通所系サービス

短期入所系サービス

居住系サービス

多機能系サービス

（施設系サービス）
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■在宅医療の担い手

　在宅医療の特徴は，地域の医療関係機関が協働することにより，
患者が安心して療養生活を送れるようになるというところにありま
す。急性期疾病の治療にみられる「一病院完結型」に対し，在宅医
療は「地域完結型」ともいえます。
　さらに高齢者の場合，介護との連携が重要になってきます。医療
と介護が両輪となって高齢者のQOLの維持・向上に寄与していき
ます。高齢で病を抱え，生活に不便を感じている人に対し，さまざ
まな専門職種が向き合い，その職能を発揮することにより，個人と
しての尊厳を保持しつつ，可能な限り自立した日常生活を支えます。

◇在宅医療・介護連携のイメージ

1　提供機関の一覧
第2部　在宅医療の提供機関

◎�在宅医療は，患者の主治医が属する医療機関のほか，訪問看護ステーションや薬局な
ども参加して，患者の療養生活を支えます。
◎�在宅医療に必要な機能を充実させた「在宅療養支援診療所」や「在宅療養支援病院」
などのしくみがあります。
◎�在宅医療の関係機関と介護サービス事業所が連携することによって，高齢者が住み慣
れた地域で自分らしい暮らしを続けることができます。
◎さまざまな専門職が協働・連携して，在宅医療と介護が提供されていきます。

介護サービス相談

利用者・
患者

訪問看護事業所、薬局

介護サービス事業所

診療所・
在宅療養支援診療所・
歯科診療所等

病院・
在宅療養支援病院・
診療所（有床診療所）等

地域包括支援センター

市町村

訪問診療

訪問診療

訪問看護等

一時入院
（急変時の診療や一時受入れ）

在宅医療・介護連携推進事業の
手引きVer.3より一部改変

セクションごとに，導入に際して
要点を示しています
見通しよく内容を整理することが
できます

POINT!

必要な情報を見開き単位で
まとめ
傍注やコラムを駆使し，複
雑で込み入ったしくみや
ルールをできるだけわかり
やすく解説

POINT!

図や表を用いて多くの項目の関連や区分を
ビジュアルに説明
理解が深まるよう，さまざまな工夫を重ね
ています

POINT!
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後期高齢者の２割負担と配慮措置（令和４年10月～）

10

　後期高齢者医療制度の被保険者のうち，窓口負担割合が２割となる
人については「診療日」ごとに，①その月の外来の診療報酬点数の合
計を計算し，②配慮措置の対象となる場合※5は，配慮措置によるそ
の月の窓口負担上限額※6を計算したうえで，③前回の診療までの窓
口負担額の合計と②の差額を，その日に徴収します。
●窓口での徴収は１円単位
　配慮措置は高額療養費のしくみで行われるため，配慮措置が適用さ
れる場合の窓口負担額の計算について，「１割負担」の部分を「１円
単位」で行い，患者から一部負担金等を徴収します。
　なお，レセプトコンピュータ（レセコン）を導入している医療機関・
薬局等では，レセコンで対応しています※7。

2　窓口での一部負担金等の徴収方法

※5	１か月の外来の診療報酬
点数の合計が3,000点以上
15,000点未満の場合

※6	１割負担＋3,000円＝
6,000円 ＋（ 医 療 費 －
30,000円）×0.1

※7	手書きでレセプトを作成
している医療機関等は，一
定の対応を行ったうえで配
慮措置の現物給付を行わな
いことができます（→●頁）。

◆配慮措置の計算例（診療日ごとに必ず計算）

	【４月10日の計算方法】
①４月10日時点の４月の外来診療報酬点数合計は，2,500点＋1,000点＝3,500点
②配慮措置対象なので，配慮措置による窓口負担上限額は，１割負担（3,500円）＋3,000円＝6,500円
③４月10日に徴収する窓口負担額は，6,500円－5,000円＝1,500円
	【４月17日の計算方法】
①４月17日時点の４月の外来診療報酬点数合計は，3,500点＋1,000点＝4,500点
②配慮措置対象なので，配慮措置による窓口負担上限額は，１割負担（4,500円）＋3,000円＝7,500円
③４月17日に徴収する窓口負担額は，7,500円－6,500円＝1,000円

４月

３日
10日
17日
24日

その日の診療報酬点数 ①４月の外来診療
報酬点数合計

②４月の窓口
負担上限額

③その日に徴収する
窓口負担額

2,500点 （25,000円）
1,000点 （10,000円）
1,000点 （10,000円）
11,000点（110,000円）

2,500点 （25,000円）
3,500点 （35,000円）
4,500点 （45,000円）
15,500点（155,000円）

―
6,500円※配慮措置
7,500円※配慮措置
18,000円※外来上限額

5,000円
1,500円
1,000円
10,500円

◆配慮措置の計算例（１円単位となる場合）

	【４月10日の計算方法】
①４月10日時点の４月の外来診療報酬点数合計は，2,500点＋1,003点＝3,503点
②配慮措置対象なので，配慮措置による窓口負担上限額は，１割負担（3,503円）＋3,000円＝6,503円
③４月10日に徴収する窓口負担額は，6,503円－5,000円＝1,503円
	【４月17日の計算方法】
①４月17日時点の４月の外来診療報酬点数合計は，3,503点＋1,014点＝4,517点
②配慮措置対象なので，配慮措置による窓口負担上限額は，１割負担（4,517円）＋3,000円＝7,517円
③４月17日に徴収する窓口負担額は，7,517円－6,503円＝1,014円

４月

３日
10日
17日
24日

その日の診療報酬点数 ①４月の外来診療
報酬点数合計

②４月の窓口
負担上限額

③その日に徴収する
窓口負担額

2,500点 （25,000円）
1,003点 （10,030円）
1,014点 （10,140円）
11,000点（110,000円）

2,500点 （25,000円）
3,503点 （35,030円）
4,517点 （45,170円）
15,517点（155,170円）

―

6,503円※配慮措置
7,517円※配慮措置
18,000円※外来上限額

5,000円
1,503円
1,014円
10,483円
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　令和５年４月から保険医療機関等にオンライン資格確認の導入が原
則として義務付けられましたが，令和４年８月10日の中医協「答申書
附帯意見」をふまえ，令和５年３月末時点でやむを得ない事情がある
保険医療機関等については，期限付きの経過措置等が設けられました
（→●頁）。
●�医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価・算定要件見直し
　それと同時に，医療ＤＸ推進のためのオンライン資格確認の導入・
普及の徹底の観点から，①保険医療機関における初診時および再診時，
②保険薬局における調剤時について，医療情報・システム基盤整備体
制充実加算１（マイナ保険証を利用しない場合）の評価を見直す（増
点）※5とともに，再診時に診療情報を活用して診療等を実施すること
についても，新たな評価（医療情報・システム基盤整備体制充実加算
３の新設）を行う特例措置が設けられました。
　あわせて，オンライン請求をさらに普及させる観点から，医療情報・
システム基盤整備体制充実加算の算定要件を見直す特例措置も講じら
れました。具体的には，オンライン資格確認等システムを導入した保
険医療機関等が，オンライン請求を行っていない場合において，オン
ライン請求を令和５年12月31日までに開始する旨を地方厚生局長等に
届け出た場合は，医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定可
能とするものです※6。
　この両方の特例措置は，令和５年４月から12月までの９か月間の時
限的措置で，令和４年12月23日の中医協「答申書附帯意見」では，「延
長は行わないこと」とされています※7。

◆医療情報・システム基盤整備体制充実加算の特例措置（令和５年４月～12月）

医科
Ａ000初診料「注15」

加算１（マイナ保険証を利用しない場合）　４点⇒６点（＋２点）
加算２（マイナ保険証を利用する場合）　　２点⇒２点（±０点）

Ａ001再診料「注18」
Ａ002外来診療料「注10」 加算３（マイナ保険証を利用しない場合）　新設⇒２点（＋２点）

歯科
Ａ000初診料「注13」

加算１（マイナ保険証を利用しない場合）　４点⇒６点（＋２点）
加算２（マイナ保険証を利用する場合）　　２点⇒２点（±０点）

Ａ002再診料「注10」 加算３（マイナ保険証を利用しない場合）　新設⇒２点（＋２点）

調剤 10の２調剤管理料「注６」
加算１（マイナ保険証を利用しない場合）　３点⇒４点（＋１点）
加算２（マイナ保険証を利用する場合）　　１点⇒１点（±０点）

施設基準 【経過措置の追加】令和５年12月31日までにオンライン請求を開始する旨の届出を行っている保険医療機関等
については，同日までの間に限り，施設基準の「オンライン請求を行っている」に該当

3�　医療ＤＸ推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算
の特例措置（令和５年４月～12月）

※5	医療情報・システム基盤
整備体制充実加算１の増点
については，医科診療報酬
点数表の第４章経過措置，
歯科診療報酬点数表の第３
章経過措置，調剤報酬点数
表の第５節経過措置で，そ
れぞれ点数を読み替えるこ
とで規定されています（→
●頁）。

※6	基本診療料の施設基準，
特掲診療料の施設基準での
経過措置により規定されて
います（→●頁）。

※7	オンライン資格確認導入
の経過措置および加算に係
る特例措置については，令
和４年12月21日の中医協
で「医薬品の安定供給に係
る取組の推進に向けた診療
報酬上の加算の取扱いにつ
いて（概要は→●頁，●●
は●頁参照）」と同時に諮
問され，すべて12月23日
に答申されています。
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2  75 歳未満（医療保険）の世帯Ⅲ 高額医療・高額介護の合算制度

70歳以上・低所得Ⅰ（複数介護サービス利用者）の70歳未満との世帯合算

医療保険者での計算

所得区分
：低所得Ⅰ

被保険者等 高齢受給者Ａ 高齢受給者Ｂ 70 歳未満Ｃ 計

医療保険 0円 100,000 円 80,000 円 180,000 円

介護保険 120,000 円 100,000 円 75,000 円 295,000 円

⑴高齢受給
者への合
算基準額
の適用

①世帯合算額 Ａ120,000 ＋Ｂ200,000 ＝ 320,000 円

②総支給額 世帯合算額 320,000 −低所得Ⅰ限度額190,000 ＝130,000 円

③各支給額 医療保険Ｂ 130,000×（10/32）＝ 40,625 円〈支給額決定〉

介護保険
で再計算

介護保険Ａ 130,000×（12/32）＝ 48,750 円

介護保険Ｂ 130,000×（10/32）＝ 40,625 円

⑵ 70 歳 未
満との世
帯合算

①世帯合算額 低所得Ⅰ限度額190,000 ＋Ｃ（80,000 ＋75,000）＝ 345,000 円

②総支給額 世帯合算額 345,000 −70 歳未満・低所得 340,000 ＝ 5,000 円

③各支給額 医療保険 5,000×（【100,000 − 40,625＋ 80,000】/345,000）
＝ 2,019.92 → 2,019 円〈支給額決定〉

介護保険
で再計算

介護保険Ａ 5,000×（【120,000 − 48,750】/345,000）
＝1,032.60 →1,032 円

介護保険Ｂ 5,000×（【100,000 − 40,625】/345,000）
＝ 860.50 → 863 円

介護保険Ｃ 5,000×（75,000/345,000）＝1,086.95 →1,086 円

介護保険者での介護保険についての再計算

⑴高齢受給
者への合
算基準額
の適用

①世帯合算額 Ａ120,000 ＋Ｂ200,000 ＝ 320,000 円

②総支給額 世帯合算額 320,000 −低所得Ⅰ・複数利用 310,000 ＝10,000 円

③各支給額

医療保険Ｂ 10,000×（10/32）＝ 3,125 円〈仮定の額〉

介護保険Ａ 10,000×（12/32）＝ 3,750 円〈実支給額〉

介護保険Ｂ 10,000×（10/32）＝ 3,125 円〈実支給額〉

⑵ 70 歳 未
満との世
帯合算

①世帯合算額 低所得Ⅰ・複数利用限度額 310,000 ＋Ｃ（80,000 ＋75,000）＝465,000 円

②総支給額 世帯合算額 465,000 −70 歳未満・低所得 340,000 ＝125,000 円

③各支給額

医療保険 125,000×（【100,000 − 3,125＋ 80,000】/465,000）
＝ 47,547.04 → 47,547 円〈仮定の額〉

介護保険Ａ 125,000×（【120,000 − 3,750】/465,000）
＝ 31,250 円〈実支給額〉

介護保険Ｂ 125,000×（【100,000 − 3,125】/465,000）
＝ 26,041.66 → 26,041円〈実支給額〉

介護保険Ｃ 125,000×（75,000/465,000）
＝ 20,161.29 → 20,162 円〈実支給額〉

⑶世帯としての各支給額

医療保険 40,625 円＋2,019 円＝ 42,644 円〈医療保険の計算〉

介護保険Ａ 3,750 円＋31,250 円＝ 35,000 円
合計 84,328 円
（各被保険者に支給）介護保険Ｂ 3,125 円＋26,041円＝ 29,166 円

介護保険Ｃ 20,162 円
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Ⅲ 高額医療・高額介護の合算制度 4  医療・介護での支給申請Ⅲ 高額医療・高額介護の合算制度

算療養費・高額医療合算介護サービス費等の支給が行われる人を「精算対象者」
といいます。精算対象者には，死亡した人，または国保・後期高齢者医療制度で
生活保護受給・海外移住により資格を喪失した人が該当します。
　死亡による精算対象者については，死亡日を基準日とみなして支給手続が行わ
れます。申請には，世帯のほかの被保険者等の自己負担額証明書が必要ですが，
支給対象は亡くなった人のみで，計算結果の連絡は精算対象者分のみとなります。
　死亡以外の事由による精算対象者については，結果的に再加入の可能性がある
ため，申請書の受付は計算期間の終了後となります。再加入がなかった場合，そ
の精算対象者については，資格喪失日の前日が基準日とみなされます。
　同一世帯の精算対象者以外の人については，7月31日の基準日の医療保険の世
帯を単位として支給手続が行われます（自己負担額証明書は，改めて申請・交付
されます）。
●精算対象者の高額介護合算療養費の期中精算に係る支給額の算定
　精算対象者の高額介護合算療養費の期中精算に係る支給額の算定に当たっては，
外来年間合算の支給額をもとに，①期中精算の精算対象となる期間における医療
と介護に係るなお残る自己負担額を算定したうえで，②高額介護合算療養費の期
中精算に係る支給額を算定します。
① 　期中精算の精算対象となる期間における医療と介護に係るなお残る自己負担額については，７月

31日（７月31日に被保険者の資格を有する基準日被保険者の基準日）に被保険者の資格を有する基準
日被保険者の年間（前年８月～７月）の外来年間合算の支給額をもとに，それを期中精算の精算対象
となる期間の基準日を含む月以前とそれ以後の外来療養に係る自己負担額の割合で按分して算定し
た支給額を控除して算定。

　 　なお，この按分計算を行うに当たっては，同一保険者内で按分を行うとともに，当該按分に当たり，
各保険者から支給する額について，１円未満の端数が生じる場合は，按分後の額が低い額となるも
の以外の支給額についてはその端数を切り捨て，低い額となる支給額にその切り捨てられた額の合
算額を加える。

①Ａ広域連合の被保険者（甲） ②Ｂ広域連合の被保険者　　　　死亡

③Ａ広域連合の被扶養者（乙）

※乙のＡ広域連合における外来年
　間合算の支給額：Ａ円

④Ｂ広域連合の被保険者
※乙のＢ広域連合における外来年間合算の支給額：Ｂ円
※乙のＢ広域連合における12月～２月までの自己負担額
　：Ｘ円
※乙のＢ広域連合における３月～７月までの自己負担額
　：Ｙ円

8/1 12/15 計算期間 2/5 7/31

　→乙の期中精算の精算対象となる期間（８月～２月）の外来年間合算の支給額
　　＝Ａ＋Ｂ×Ｘ/（Ｘ＋Ｙ）円

② 　精算対象期間の高額介護合算療養費の支給額の算定については，①で算定した期中精算の精算対
象となる期間の支給額を控除したなお残る自己負担額をもとに，高額介護合算療養費の期中精算に
係る支給額を算定。

　なお，以上のことから，精算対象者の高額介護合算療養費の期中精算に係る支
給額については，７月31日に被保険者の資格を有する基準日被保険者の外来年間
合算の支給額が確定するまで算定することはできませんが，なるべく早期に支給
を行うという期中精算の趣旨をふまえ，次のアまたはイのような対応をとること

0163-0203_1_高額負担払い戻しガイド_前付_2C_CC2022.indd   1950163-0203_1_高額負担払い戻しガイド_前付_2C_CC2022.indd   195 2023/03/11   17:39:372023/03/11   17:39:37

本書の構成（予定）
■後期高齢者の２割負担と配慮措置
　１　窓口負担割合の見直し（一定以上所得者への２割負担導入）
　２　２割負担対象者の負担軽減のしくみ
　３　２割負担と配慮措置のレセプトに係る計算方法
　４　公金受取口座を活用した保険給付等
　附／オンライン資格確認による限度額情報取得と診療報酬

● 後期高齢者医療制度の２割負担対象者やその判定方法のほか，
令和７年９月まで続く「配慮措置」について詳しく解説

● 配慮措置に係るレセプトの計算事例は，公費負担医療との関係
も含めて21事例掲載

● オン資の導入義務化（令和５年４月～）と経過措置，医療情報・
システム基盤整備体制充実加算・医薬品安定供給問題を踏まえ
た診療報酬上の特例措置（令和５年４月～12月）についても
掲載

■平成29～令和３年の改正事項 ●近年の高額療養費等に係る主な改正のポイントを掲載

■Ⅰ　医療保険の高額療養費
● 公費負担医療(特定給付対象療養・特定疾病給付対象療養・マ

ル長)との関係も含め高額療養費・高額介護サービス費を詳解
● 高額介護予防サービス費（高額医療合算介護予防サービス費）

相当事業（総合事業）についても掲載

■Ⅱ　介護保険の高額介護サービス費

■Ⅲ　高額医療・高額介護の合算制度

■主な関連通知等　　■法令・告示

● 令和４年10月から，後期高齢者のうち一定以上の所得がある人の窓口負担割合が２割となっています。それに伴い，令
和７年９月30日までの間は，高額療養費のしくみを利用した「配慮措置」が講じられています。

● 本書では，医療機関等が現物給付する高額療養費や公費負担医療との関係等について，全体的なしくみと配慮措置も含め
たレセプト記載などの実務情報をまとめています。また，高額介護サービス費や合算療養費（サービス費）等について詳
解し，１冊で医療・介護（障害福祉）の負担軽減制度の全体が理解できます。

● 附録にオンライン資格確認による限度額情報取得と診療報酬についての内容（オン資の導入原則義務化と経過措置，医療
情報・システム基盤整備体制充実加算・医薬品安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置）も収録しています 。

後期高齢者の２割負担と配慮措置のしくみ がわかる

内容見本 内容見本

医療・介護 高額ガイド
附／オンライン資格確認による限度額情報取得と診療報酬

定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）

B5判・約600頁　2023年４月発刊（予定） NEW
詳細はウェブへ

ISBN978-4-7894-1637-5 C3047 ¥4000E 商品 No.160402

令和５年４月版 ４月発売 社会保険研究所

ISBN978-4-7894-1637-5 C2032 ¥4000E
定価　4,400 円（本体 4,000 円＋税10％）
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後期高齢者の２割負担と
配慮措置のしくみがわかる

令和５年４月版

附／オンライン資格確認による
　　限度額情報取得と診療報酬
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２割負担導入に伴う配慮措置に
ついて，図表や計算事例も含め
て，詳しく解説

POINT!

本書全体において，計算事例を
豊富に掲載
イメージだけでなく，実際に計算
をすることで理解が深まります

POINT!
法令・告示・通知以外に，
ＱＡ等で示された具体例も
本文で解説

POINT!

令和５年４月からの改正事項（オンライ
ン資格確認導入の原則義務化と診療報酬
の特例措置）についても掲載

POINT!

令和５年_介護図書目録.indd   8-9令和５年_介護図書目録.indd   8-9 2023/03/31   18:502023/03/31   18:50
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1 単位数表編
定価　本体 4,900 円＋税（税込 5,390円）
Ｂ５判・1,640頁　2021年６月発刊

ISBN978-4-7894-0501-0 C3047 ¥4900E 商品No.110425

必要な情報を見開きで配置，一覧性に優れた定本
●介護報酬の算定に関する情報を網羅。
　�「算定基準告示（単位数表）」と，算定要件を定めたいわゆる「関係告示」の内容，そし

て「留意事項通知」を見開き３段で掲載，算定できる単位数はもちろん，算定要件など
のポイントも明快に知ることができます。

2 指定基準編
定価　本体 4,500 円＋税（税込 4,950円）
Ｂ５判・1,584頁　2021年６月発刊

ISBN978-4-7894-0502-7 C3047 ¥4500E 商品No.110426

条例制定や事業所・施設運営の一助に
● 介護報酬の算定の前提となる事業者・施設の「指定基準」について，自治体が定める条

例のもととなる国が発出した省令・通知を網羅。
　 指定基準の各条文に解釈通知を配置し，従うべき基準や標準とする国の基準をわかりや

すく示すなど，実務本位に編集しています。

在宅サービス 介護報酬 算定の手引
令和３年４月版

定価　本体 2,500 円＋税（税込 2,750円）
Ｂ５判・272頁　2021年８月発刊

ISBN978-4-7894-1537-8 C3047 ¥2500E 商品No.130254

ケアプランの作成から介護報酬の算定・請求まで
●介護保険の在宅サービスに携わる方に向けて，わかりやすさを目指して編集。
●制度の意味を丁寧に説明，コンプライアンス（法令遵守）の意識も身につきます。
●「介護報酬の解釈」をもっと有効に使いこなすためにも役立つ一冊です。

3 ＱＡ・法令編　
定価　本体 4,500 円＋税（税込 4,950円）
Ｂ５判・1,432頁　2021年６月発刊

ISBN978-4-7894-0503-4 C3047 ¥4500E 商品No.110427

厚生労働省発出のＱ＆Ａをサービス別に整理して収載
● 厚生労働省によるQ＆Aをサービス種別・内容に応じてまとめ,質問の対象となった単位

数表等の該当部分とともに掲載。
● テーマごとの関連告示・通知と請求書・明細書の記載要領を集大成，介護報酬・指定基

準の実務・運用の細部にふみこむ一冊です。

医療・介護 給付調整ガイド
令和４年度版 � 令和４年診療報酬改定対応

定価　本体 3,000 円＋税（税込 3,300円）
Ｂ５判・264頁　2022年10月発刊

ISBN978-4-7894-0681-9 C3047 ¥3000E 商品No.160451

医療保険と介護保険の接点となる給付調整の内容を一望
● 医療と介護の制度的基盤である医療保険と介護保険との関係についてまとめました。

要介護・要支援の方について医療保険で算定できない項目や，原則的には算定できない
が算定が可能となる場合などを具体的に紹介，実務に役立つ内容です。

社会保険研究所

医療保険と介護保険
給付調整一覧
給付調整のポイント
相互に関連する規定総覧

序
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

令和４年度版
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会
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険
研
究
所
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令和４年度版

給付調整

令
和

　
年
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版
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護 
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ガ
イ
ド

4

9784789406819

1923047030009

ISBN978-4-7894-0681-9 C3047 ¥3000E
定価　3,300 円（本体 3,000 円＋税10％）

1457510_表紙_CC2019.indd   1 2022/10/06   21:10:35

介護報酬の解釈は，介護保険制度の創設にあわせて初版を発刊し，介護報酬の改定と
ともに改訂を重ねてきた定番図書です。目的別に青・赤・緑の３巻をご用意しました。
この３巻で，介護報酬のすべてがわかります。

介護報酬の解釈 令和３年４月版 ※令和４年度介護報酬改定（「介護職員等ベースアップ等支援加算」の新設）については，
　社会保険研究所ウェブサイトと「Web 医療と介護」にて追加情報を掲載しています。
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 　　　　　　�基本報酬の算定について〔老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018
号 第２の９⑴〕

　　小規模多機能型居宅介護と同様であるので，５⑴を参照すること。

〔注１・注２〕

５⑴ 　小規模多機能型居宅介護費の算定について
　① 　小規模多機能型居宅介護〔看護小規模多機能型居宅介護〕費は，当該小規模多機能型居

宅介護事業所へ登録した者について，登録者の居住する場所及び要介護状態区分に応じ
て，登録している期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。月途中から登録した場
合又は月途中から登録を終了した場合には，登録していた期間（登録日から当該月の末日
まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対応した単位数を算定することとする。ま
た，月途中から小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に転居した場合又は月途中から
小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物から同一建物ではない建物に転居した場合に
は，居住していた期間に対応した単位数を算定することとする。

　　 　これらの算定の基礎となる「登録日」とは，利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と
利用契約を結んだ日ではなく，通い，訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開
始した日とする。また，「登録終了日」とは，利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との
間の利用契約を終了した日とする。

　② 　「同一建物」とは，当該小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上，一体的な建
築物（養護老人ホーム，軽費老人ホーム，有料老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅
に限る。）を指すものであり，具体的には，当該建物の１階部分に小規模多機能型居宅介護
事業所がある場合や，当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し，同一敷地内に
ある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。

　　 　また，ここでいう同一の建物については，当該建築物の管理，運営法人が当該小規模多
機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護事業者と異なる場合であっても該当する
ものであること。

　注１ 　イ⑴については，指定看護小規模多機能型居宅介護事
業所（指定地域密着型サービス基準第171条第１項に規
定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。
以下同じ。）の登録者（当該指定看護小規模多機能型居
宅介護事業所と同一建物に居住する登録者を除く。）に
ついて，当該登録者の要介護状態区分に応じて，登録し
ている期間１月につきそれぞれ所定単位数を算定する。
ただし，登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大
臣が定める基準に該当する場合は，別に厚生労働大臣が
定めるところにより算定する。

　注２ 　イ⑵については，指定看護小規模多機能型居宅介護事
業所と同一建物に居住する登録者について，登録者の要
介護状態区分に応じて，登録している期間１月につきそ
れぞれ所定単位数を算定する。ただし，登録者の数又は
従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当す
る場合は，別に厚生労働大臣が定めるところにより算定
する。

◎登録者定員超過又は人員基準欠如
の場合→平12告27（通所介護費等
の算定方法）十一により減算

◎登録者定員超過又は人員基準欠如
の場合→平12告27（通所介護費等
の算定方法）十一により減算
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8 複合型サービス

◎地域区分別１単位の単価
１級地 11.10円  ２級地 10.88円
３級地 10.83円  ４級地 10.66円
５級地 10.55円  ６級地 10.33円
７級地 10.17円  その他 10.00円
市町村独自報酬（１月につき）
50単位刻みで1,000単位まで→568，
573頁

〔この欄で用いた関係告示の略称〕
利 用者等告示＝厚生労働大臣が定め
る基準に適合する利用者等（平27
告94）

大 臣基準告示＝厚生労働大臣が定め
る基準（平27告95）

複合型サービス
（単位数表・留意事項通知）8

複合型サービス費

◇�理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の看護サービスの提供について〔老計発第0331005号・老
振発第0331005号・老老発第0331018号 第２の９⑾〕

理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士による看護サービスは，その看護サービスが看護業務の
一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に，看護職員の代わりに看護サービ
スを提供させるという位置付けのものである。

なお，言語聴覚士により提供される看護サービスは，あくまで看護業務の一部であることから，
言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法の規定にかかわらず業とすることができるとされて
いる診療の補助行為（言語聴覚士法第42条第１項）に限る。

イ 看護小規模多機能型居宅介護費（１月につき）
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合

　　㈠　要介護１ 12,438単位
　　㈡　要介護２ 17,403単位
　　㈢　要介護３ 24,464単位
　　㈣　要介護４ 27,747単位
　　㈤　要介護５ 31,386単位

⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠　要介護１ 11,206単位
㈡　要介護２ 15,680単位
㈢　要介護３ 22,042単位
㈣　要介護４ 25,000単位
㈤　要介護５ 28,278単位

ロ 短期利用居宅介護費（１日につき）
⑴ 要介護１ 570単位
⑵ 要介護２ 637単位
⑶ 要介護３ 705単位
⑷ 要介護４ 772単位
⑸ 要介護５ 838単位

〔経過措置・改正告示附則第12条→1555頁〕
　令和３年９月30日までの間は，イ及びロについて，それぞれ
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訪問看護ステーション必携　介護保険も医療保険も算定はこれでOK！
● 訪問看護ステーションが行う介護保険・医療保険の訪問看護業務の進め方をまとめました。
● ステーションの開設から，訪問看護の実施，費用の請求（レセプトの作成）まで，図表を駆使してわかりやす

く解説しています。
● よく使う様式から根拠となる法令・通知まで，業務に関連する資料を網羅した決定版です。

令和4年4月版 � 令和４年診療報酬改定対応

介護保険・医療保険

訪問看護業務の手引
定価　本体 3,800 円＋税（税込 4,180円）
Ｂ５判・848頁　2022年６月発刊

ISBN978-4-7894-0461-7 C3047 ¥3800E 商品No.140621

本書の構成
解説編　 制度の概要／訪問看護ステーションの開設／事業者の指定／運営／介護給付費／訪問看護療養費／関連診療報酬／

公費負担医療　等

様式集　 指定関係／運営関係／請求関係／公費等関係

関係法令・通知等

介護保険のあらまし／介護保険サービスコード表

内容見本

第� 訪問看護療養費の支給

健康保険法及び高齢者医療確保法による指定訪問看護に要する費用は，訪問看護療養費と

して訪問看護ステーションに支払われます。

訪問看護療養費の額は，⑴訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費に，⑵訪問

看護管理療養費と⑶訪問看護情報提供療養費及び⑷訪問看護ターミナルケア療養費を加えた

額です。ただし，訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算，精神科訪問看護基本療養費の精

神科緊急訪問看護加算及び訪問看護管理療養費の退院支援指導加算については，当該加算の

みを単独で算定できる場合があります（詳細は各項目を参照してください）。また，専門の

研修を受けた看護師による訪問看護や，入院患者の外泊日に行われた訪問看護については，

訪問看護管理療養費を算定できません。

利用者は，利用料を訪問看護ステーションに支払います。利用料には基本利用料とその他

の利用料とがあります。

なお，訪問看護ステーションは，毎月審査支払機関に訪問看護療養費の請求を行い，その

支払を受けます。

Ⅰ 訪問看護療養費の額

� 訪問看護療養費の支払

訪問看護に要する費用は，健康保険法に基づいて，保険者が，健康保険本人の場合は訪問看

護療養費，家族の場合は家族訪問看護療養費を支給することとなっています。また，高齢者医

療確保法に基づいて，後期高齢者医療広域連合が訪問看護療養費として支給することとなって

います。

訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費（以下「訪問看護療養費」と総称）は，形式的には

いわゆる現金給付です。

現金給付とは，利用者が指定訪問看護を受けた場合に，その費用を利用者が一時訪問看護ス

テーションに支払い，後日，保険者又は広域連合からその費用の償還を受けるというもので

す。

しかし，利用者の経済的な負担等を考慮して，実際には，現物給付の形がとられています。

つまり，訪問看護療養費を保険者又は広域連合が直接訪問看護ステーションに支払い，これに

よって利用者に支給したこととする法律の手当てがされています。これにより，利用者は，利

訪問看護療養費の額

訪

問
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療

養

費
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用料だけで，それ以上の費用の負担なしに訪問看護が受けられるわけです。

なお，保険者や広域連合は，訪問看護療養費の支払を審査支払機関に委託しています。

訪問看護ステーションによる訪問看護療養費の請求権の消滅時効については，民法の一部改

正（令和�年�月�日施行）により，原則として訪問看護を行った翌月�日（国民健康保険の

場合は翌々々月の�日）から起算して�年間で消滅時効が完成すると解して差し支えないこと

とされています。

� 訪問看護療養費の構成

訪問看護療養費の額は，訪問看護ステーションの適切な運営が確保されるように設定されて

います。訪問看護療養費は，⑴訪問看護基本療養費（及びその加算）又は精神科訪問看護基本

療養費（及びその加算），⑵訪問看護管理療養費（及びその加算），⑶訪問看護情報提供療養

費，⑷訪問看護ターミナルケア療養費で構成されており，これらを加えあわせた額が指定訪問

看護に要する費用となっていますが，利用者が訪問看護を受けたときは，基本利用料（→138

頁）を支払うこととなっていますので，訪問看護ステーションに対して支給される訪問看護療

養費の額は，基本利用料を差し引いた額となります。

（訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費の類型）

訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費は，それぞれさらに細かく区分されていま

す。

訪問看護療養費の支給
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※同一建物居住者については，112頁参照

訪問看護基本療養費（Ⅲ）

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）

外泊中の入院患者に対

する訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅰ）ハ（同一建物居住者以外）

訪問看護基本療養費（Ⅱ）ハ（同一建物居住者）

①緩和ケア，②褥瘡ケ

ア又は③人工肛門ケア

及び人工膀胱ケアに関

して専門性の高い看護

師による訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅱ）イ＝保健師，助産師，看護師による訪問

ロ＝准看護師による訪問

ニ＝理学療法士，作業療法士，言語聴覚士による訪

問

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）イ＝保健師，看護師，作業療法士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

同一建物居住者に対す

る訪問看護

訪問看護基本療養費（Ⅰ）イ＝保健師，助産師，看護師による訪問

ロ＝准看護師による訪問

ニ＝理学療法士，作業療法士，言語聴覚士による訪

問

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）イ＝保健師，看護師，作業療法士による訪問

ロ＝准看護師による訪問

同一建物居住者※以外

に対する訪問看護

随所に参照頁の案内を表示

改定事項を明解に解説

訪問看護療養費の支給
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［訪問看護療養費の 算定項目一覧］
（A）（→139・140頁）

基準告示＝「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」（平成18年厚生労働省告示第103号）  

□訪問看護療養費の構成

訪問看護ステー
ションに対して
支給される訪問
看護療養費

訪問看護基本
療養費　又は
精神科訪問看
護基本療養費

訪問看
護管理
療養費

訪問看
護情報
提供療
養費

訪問看護
ターミナ
ルケア療
養費

基本利用料
費用額の１割，２割又は
３割（利用者が提示する
被保険者証等で確認）

※一時的に頻回の訪問看護を行う
必要がある旨の特別訪問看護指示
書の交付を受けた場合，指示の日か
ら14日を限度として算定（月1回に
限る。ただし，別に厚生労働大臣が
定める患者→巻末6については月
２回まで）
※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）×訪問日数

訪問看護管理療養費
月の初回の訪問日
　機能強化型１　　　　12,830円
　機能強化型２ 9,800円
　機能強化型３ 8,470円
　機能強化型以外　　　 7,440円
２日目以降　訪問１日につき

3,000円

24時間対応体制加算
特別管理加算（対象者→巻末8）

退院時共同指導加算（１回限り加算。基準告示第２の１
に規定する疾病等の利用者→巻末4は２回加算可）
特別管理加算の対象者である場合（特別管理指導加算）
退院支援指導加算（対象者→巻末9）
在宅患者連携指導加算（月１回限り）
在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回限り）
精神科重症患者支援管理連携加算
イ 精神科在宅患者支援管理料２のイを算定する利用者
ロ 精神科在宅患者支援管理料２のロを算定する利用者
看護・介護職員連携強化加算

6,400円／月
2,500円／月

重症度等の高い利用者については5,000円／月

8,000円／回
＋2,000円

6,000円（長時間8,400円）
3,000円／月
2,000円／回

8,400円／月
5,800円／月
2,500円／月

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）
⑴週3日目まで　　　30分以上　　　イ5,550円又はロ5,050円
⑵週3日目まで　　　30分未満　　　イ4,250円又はロ3,870円
⑶週4日目以降　　　30分以上　　　イ6,550円又はロ6,050円
⑷週4日目以降　　　30分未満　　　イ5,100円又はロ4,720円

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）（同一建物居住者）
⑴同一日 ①週３日目まで 30分以上　イ5,550円又はロ5,050円
に２人 ②週３日目まで 30分未満　イ4,250円又はロ3,870円

③週４日目以降 30分以上　イ6,550円又はロ6,050円
④週４日目以降 30分未満　イ5,100円又はロ4,720円

⑵同一日に　　①週３日目まで 30分以上　イ2,780円又はロ2,530円
　３人以上　　②週３日目まで 30分未満　イ2,130円又はロ1,940円

③週４日目以降 30分以上　イ3,280円又はロ3,030円
④週４日目以降 30分未満　イ2,550円又はロ2,360円

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅲ）イ及びロの加算項目   
精神科緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）
長時間精神科訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児，15歳未満で巻末
4②に該当する利用者は週３日を限度）
複数名精神科訪問看護加算（次の区分に従い，いずれかを所定額（30分未満を除く）に加算）（①同一建物内１
人又は２人，②同３人以上）
イ （保健師又は看護師）＋（他の保健師，看護師又は作業療法士）　１日に１回：①4,500円，②4,000円

／１日に２回：①9,000円，②8,100円／１日に３回以上：①14,500円，②13,000円
ロ （保健師又は看護師）＋（准看護師）　１日に１回：①3,800円，②3,400円／１日に２回：①7,600円，

②6,800円／１日に３回以上：①12,400円，②11,200円
ハ （保健師又は看護師）＋（看護補助者又は精神保健福祉士）　①3,000円，②2,700円
夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）　 ※１日にそれぞれ１回ずつを限度
精神科複数回訪問加算（①同一建物内１人又は２人，②同３人以上）
　１日に２回：①4,500円，②4,000円／１日に３回以上：①8,000円，②7,200円
※精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者に限る

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）
在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生労働大臣
が定める者に限る→巻末5）に対する訪問看護を行った場合 
（入院中１回に限り8,500円）※基準告示第２の１に規定する疾病
等の利用者→巻末4については，入院中２回算定可
※訪問看護管理療養費は算定不可

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）

※精神科特別訪問看護指示
書の交付を受けた場合，指
示の日から14日を限度と
して算定（月１回に限る）
※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）×訪問
日数

訪問看護基本療養費（Ⅰ）１日につき
⑴週３日目まで　イ5,550円，ロ5,050円又はニ5,550円
⑵週４日目以降　イ6,550円，ロ6,050円又はニ5,550円

訪問看護基本療養費（Ⅱ）（同一建物居住者）１日につき
⑴同一日　　①週３日目まで　イ5,550円，ロ5,050円又はニ5,550円
に２人　　②週４日目以降　イ6,550円，ロ6,050円又はニ5,550円
⑵同一日に　①週３日目まで　イ2,780円，ロ2,530円又はニ2,780円
３人以上　②週４日目以降　イ3,280円，ロ3,030円又はニ2,780円

（Ⅰ）（Ⅱ）とも週４日目以降の対象となるのは末期がん，神経
難病等の利用者（基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者
→巻末4）あるいは特別訪問看護指示書の交付を受けた者

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）のハ
悪性腫瘍の利用者に対する①緩和ケア，②褥瘡ケア又は③
人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた
看護師による場合（月1回限り12,850円）
※訪問看護管理療養費は算定不可

訪問看護基本療養費（Ⅲ）
在宅療養に備えて一時的に外泊をしている入院患者（厚生
労働大臣が定める者に限る→巻末5）に対する訪問看護を
行った場合（入院中１回に限り8,500円）
※基準告示第２の１に規定する疾病等の利用者→巻末
4については，入院中２回算定可
※訪問看護管理療養費は算定不可

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）

※特別地域訪問看護加算
（所定額の50/100）

難病等複数回訪問加算（基本療養費（Ⅰ）は①，（Ⅱ）は①～③が該当）
⑴１日に２回
①同一建物内１人又は２人　4,500円 ②同一建物内３人以上　4,000円

⑵１日に３回以上
①同一建物内１人又は２人　8,000円 ②同一建物内３人以上　7,200円

緊急訪問看護加算（2,650円×緊急訪問日数）
長時間訪問看護加算（5,200円・週１日を限度…15歳未満の超重症児・準超重症児，15歳未満で巻末4②
に該当する利用者は週３日を限度） 
乳幼児加算（１日につき1,500円）
複数名訪問看護加算（次の区分に従い，いずれかを所定額に加算。イ又はロの場合は週1日，ハの場合は週３
日を限度。①同一建物内１人又は２人，②同３人以上。基本療養費（Ⅰ）は①，（Ⅱ）は①，②が該当）
イ 看護職員が他の看護師等（准看護師を除く）と同時に指定訪問看護を行う場合　①4,500円　②
4,000円
ロ 看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合　①3,800円　②3,400円
ハ 看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合（ニを除く）　①3,000円　②2,700円
ニ 看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合（巻末4①，②の該当者，特別訪問看護指示
書による指定訪問看護を受けている場合）
⑴１日に１回　①3,000円　②2,700円
⑵１日に２回　①6,000円　②5,400円
⑶１日に３回以上　①10,000円　②9,000円

※⒜ 看護職員＝保健師，助産師，看護師，准看護師／⒝ 看護師等＝⒜＋理学療法士，作業療法士，言語聴覚
士／⒞その他職員＝⒝＋看護補助者
夜間・早朝訪問看護加算（2,100円）・深夜訪問看護加算（4,200円）　 ※１日にそれぞれ１回ずつを限度

□訪問看護基本療養費　下線を付した額は，「所定額」（加算の基礎となる額）を示す

イ＝保健師，助産師，看護師による訪問の場合
ロ＝准看護師による訪問の場合
ニ＝理学療法士，作業療法士，言語聴覚士によ

る訪問の場合
又は

□訪問看護管理療養費，訪問看護情報提供療養費，訪問看護ターミナルケア療養費
訪問看護管理療養費の加算項目

訪問看護情報提供療養費１　1,500円／月
訪問看護情報提供療養費２　1,500円／年度※
訪問看護情報提供療養費３　1,500円／月

訪問看護ターミナルケア療養費１　　　25,000円
訪問看護ターミナルケア療養費２　　　10,000円

□精神科訪問看護基本療養費　下線を付した額は，「所定額」（加算の基礎となる額）を示す

イ＝保健師，看護師，作業療法士による場合
ロ＝准看護師による場合

又は

＝ ＋ ＋ ＋ ー

　（Ⅰ）（Ⅲ）とも週４日目以降の
対象となるのは利用者の退院後
３月以内の期間に行われる場合
（週５日を限度）あるいは精神科
特別訪問看護指示書の交付を受
けた者

訪問看護基本療養費（Ⅰ）（Ⅱ）イ，ロ及びニの加算項目

※２については，入学等の月，医療的ケアの実施方法等を変更した月に別途算定可

章の冒頭でポイントを紹介

図表を用いて複雑なしくみを
わかりやすく整理

介護保険・障害者福祉関連図書のご案内

介護保険制度の解説　令和３年度版

①解説編＋法令編
B5判 1,296頁／ 2021年10月発刊／定価：本体5,000円＋税（税込5,500円）
ISBN978-4-7894-2520-9 C2032 ¥5000E ／商品No.700120

②解説編のみ（法令編なし）
B5判 560頁／ 2021年10月発刊／定価：本体3,200円＋税（税込3,520円）
ISBN978-4-7894-2510-0 C2032 ¥3200E ／商品No.700110

解説編は，サービス，費用，制度運営について，全体像を見通しつつ介護保険の内容を詳細に解説。
法令編は，体系的に整理し，総覧としてまとめ。介護保険法を左欄に，関係する規定を右欄に配置。

保険料と介護保険財政　介護保険の実務　令和３年度版

A5判 304頁／ 2021年10月発刊／定価：本体2,400円＋税（税込2,640円）
ISBN978-4-7894-7021-6 C2032 ¥2400E ／商品No.700046

保険料と介護保険財政を中心として，介護保険における保険者事務について詳しく解説した実務書。
事例や運用をできる限り記述する一方，介護保険制度の基本的な考え方も説明。

介護保険　福祉用具・住宅改修ガイド　令和3年4月版

B5判 336頁／ 2021年８月発刊／定価：本体2,500円＋税（税込2,750円）
ISBN978-4-7894-0310-8 C2032 ¥2500E ／商品No.130280

福祉用具と住宅改修についてわかりやすく解説。制度上の根拠も示しつつ，実務に役立つよう編集。
あわせて，福祉用具の介護報酬（指定基準・単位数表）を掲載。

ワークサポートケアマネジャーガイドブック～仕事と介護の両立のために～

A4判 240頁／ 2022年６月発刊／定価：本体3,500円＋税（税込3,850円）
介護離職防止支援への介護支援専門員の関与（ワークサポートケアマネジャー）についての特別委員会　編著
佐藤博樹　中央大学大学院経営戦略研究科教授　監修
ISBN978-4-7894-7025-4 C2036 ¥3500E ／商品No.700250

日本介護支援専門員協会のワークサポートケアマネジャー認定制度の公式テキスト。
仕事と介護の両立をサポートするために必要な基礎知識を網羅，実践例を多数掲載。

障害福祉サービス 報酬の解釈　令和3年4月版

B5判 1,488頁／ 2021年６月発刊／定価：本体4,600円＋税（税込5,060円）
ISBN978-4-7894-1734-1 C3036 ¥4600E ／商品No.160423

単位数表・指定基準からＱＡまですべての情報をこの1冊に集約。
制度の全体像を解説。単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載。

かかりつけ医のための認知症マニュアル　第2版

公益社団法人 日本医師会　編
B5判 136頁／ 2020年３月発刊／定価：本体1,000円＋税（税込1,100円）
ISBN978-4-7894-1827-0 C3047 ￥1000E ／商品No.160461

認知症の専門医ではない地域の「かかりつけ医」が，日常診療において認知症の方と家族に対応する際に参考と
すべき点をまとめた書籍。「認知症施策推進大綱」をはじめとした，我が国の認知症施策の新しい展開に対応。

2022 新刊
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主 な 内 容

記事見本，購読のお申込み，見本誌のご請求は
https://shop.shaho.co.jp/junpo/

TEL 03-3252-7901 まで

ご購読のご案内
1941年からスタートした，社会保障の歴史とともに歩んできた信頼のおける定期刊行物です。
医療提供に関わるすべての皆さまに，事業経営に役立つ情報をお伝えします。制度のあり方を
読者とともに考える企画も打ち出していきます。

社会保険研究所 発行社会保険研究所 発行

メール会員
募集中！
（無料）

URL

各分野の学識者や行政の担当者，
医療関係団体トップから明日につな
がる話題を引き出します

医療関係者が直面する課題につい
て，第一線の研究者による分析・考察
を掲載します

講演・セミナーや行政・各種団体の
会議から注目度の高いものをピック
アップ。詳細に報告します

診療報酬改定や医療保険制度改革，
地域包括ケアなどの動きを多角的な
情報から考察します

医療・介護福祉などの現場の最前線
の状況を紹介します

各種調査結果や審議会・中医協など
の動きを正確に伝えます

インタビュー
座談会

論  評

レコーダ

動  向

レポート

座  標
潮  流
News

毎月3回
発行

※年間購読の場合，送料は無料です

B5判／約42頁仕様
毎月3回（1日，11日，21日）発行

39,600円(税込)
1冊1,100円(税込）

年間購読料

https://info.shaho.co.jp/iryou/

制度・実務に強い，医療・介護の情報提供サイト

社会保険研究所は，2000年の介護保険制度の創設とともに，「介護報酬の解釈」をはじめとする
本や雑誌の誌面を通じて，介護保険の制度運営を担う市町村やサービスの担い手の皆さまの応
援団として情報提供に努めてきました。
「Web 医療と介護」は，社会保険旬報の記者が独自の取材体制でえた情報をウェブから発信します。

■ 令和６年４月医療・介護・障害福祉サービス等報酬同時改定
報酬改定の動向や改正点，新しい報酬の解説をわかりやすく掲載します。

■ NEWS
厚生労働行政の動きを中心に，医療・介護など，社会保障分野のニュースを速報でお伝えします。

■ 地域包括ケアを考える
地域包括ケアシステムの構築をめざす医師やサービス提供者，有識者等による連載です。

昭和22年7月15日第3種郵便物認可（毎月1・11・21日発行）　ISSN 1343-5728

社会保険研究所

No.2884

コロナ対応の特例的な診療報酬
段階的に平時の取扱いに移行
地域共生社会に向けた自治体の取組みと
子ども家庭行政の課題を考える…香取照幸・尾崎守正
―第27回地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー（上）

厚労省が部局長会議で５年度重要施策を説明（上）
若手経営者が考える経営戦略―コロナ時およびコロナ後の病院経営⑤
コロナ禍が非コロナ受入病院に与えた影響
―リハビリテーション病院の場合…児玉直俊

追跡！診療報酬

レコーダ

動向

連載

編集人・岡住泰和  発行人・谷野浩太郎　〒101-8522 東京都千代田区内神田2-15-9 The Kanda 282 ☎03（3252）7901（代）　 発行　社会保険研究所

社会保険旬報 No. ２８８４ 2023年（令和５年）３月１日発行（毎月１・11・21日発行）昭和22年７月15日第３種郵便物認可

2023  3/1

２　認知症ケアパスが住民の財産として更に活用されていくために

１　生活習慣病予防のなかで認知症リスクを捉え直し予防するために

１種類につき200部以上からうけたまわります。
部数によって割引価格の設定もございますので、小社へ直接お問い合わせください。
（℡ 03-3252-7901）

全点A4判、8P、オールカラー　定価80円（税別）
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●認知症施策推進大綱では、「予防」を施策の柱とし、認知症への「備え」としての取り組みを促しています。
●認知症は、若い頃からの生活習慣や病気に関連します。40歳代からの生活習慣病予防で、食生活と運動習慣
の見直しを具体化することを提案します。

MCIと認知症予防 早期受診のための手引き 発症後のくらしの心得

社会保険研究所　認知症対策関連パンフレットのご案内

認知症に
ならないために

～認知症を予防する生活習慣の改善～
商品No. 710900

認知症かな？
と思ったら

～認知症の症状 早めの気づきと受診～
商品No. 710910

認知症になっても
いっしょにくらしていくために
～認知症の人との接し方とくらし方～

商品No. 710920

40歳から気をつけたい
認知症リスク
～「もしも」に備えるため
　病気と生活習慣に向き合う～

40歳から始める
認知症予防
～生活習慣改善で
　いつまでも若々しい脳に～

商品No. 710950商品No. 710940
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㍿ 社会保険研究所
since1941

医療・介護・福祉・健康・年金
社会保険研究所は，社会保障の専門出版社として，役立つ情報を発信し続ける会社です。

〒101-8522　東京都千代田区内神田 2-15-9 The Kanda 282　TEL.03-3252-7901　FAX.03-3252-7977

お買い物前の法人会員登録で請求書払い（後払い）がご利用いただけます

必要な書籍が探しやすくて，いち早く届く
社会保険研究所ブックストア 検索

https://shop.shaho.co.jp

スマートフォン・
タブレット・PCから
いつでもどこでも

新刊・改訂図書を特集
予約もできる

サンプルや追加情報も

マイアカウント
会員登録であて先入力や
購入履歴確認がかんたんに

お支払いは
クレジットカード・
LINE Payでも

2023 年 4 月作成 KJ

社会保険研究所ウェブサイト　https://www.shaho.co.jp
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社会保険研究所

P10

医療・介護　給付調整ガイド　令和４年度版

P10

介護報酬　算定の手引　令和３年４月版

訪問看護業務の手引　令和４年４月版

介護報酬の解釈　令和３年４月版
1単位数表編　2指定基準編　3ＱＡ・法令編

（既刊図書）

介護の新刊・改訂図書令和５年 介護の新刊・改訂図書

＆人気の定番図書＆人気の定番図書

社会保険研究所

ISBN978-4-7894-1637-5 C2032 ¥4000E
定価　4,400円（本体4,000円＋税10％）
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医療・介護
高　額
ガイド

後期高齢者の２割負担と
配慮措置のしくみがわかる

令和５年４月版

附／オンライン資格確認による
　　限度額情報取得と診療報酬

C M Y K

介護施設・事業所のための

BCP策定・見直しガイド
令和６年４月に介護保険の事業所等で
BCP策定が完全義務化 P2

医療・介護　高額ガイド
令和５年４月版

後期高齢者の２割負担と配慮措置に
完全対応 P8

在宅医療・介護連携
報酬の解釈
令和５年４月版

在宅医療と介護との連携を報酬から P6

介護施設・在宅医療のための

食事状況から導く、
薬の飲み方ガイド

介護者が迷わずに服薬介助ができる P4

※商品の詳細やお問い合わせは上記よりおたずねください。
※表紙・内容見本等はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※制度改正等の状況により発売予定・内容等を変更する場合があります。
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